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移住就業等支援金支給事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は県内対象地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令

和３年法律第１９号）、山村振興法（昭和４０年法律第６４号）の指定区域を

含む市町村及び平成２２年国勢調査から令和２年国勢調査の人口減少が１０％

以上の市町村をいう。以下同じ。）に該当する市町村と連携して、同地域への

移住促進及び同地域における就業・起業者の創出に取り組むことで、同地域の

活力を高めるため、同地域の市町村が次条に掲げる事業の実施に要する経費に

ついて、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金の交付手続等に関する規則（昭和４０

年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱に定めるところによる。 

 

（補助事業） 

第２条 補助の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、県内対象地

域に該当する市町村が県とともに作成した地域再生計画（地域再生法（平成１

７年法律第２４号）第５条に規定する地域再生計画をいう。）である「埼玉県

移住就業・起業支援計画」に基づいて実施する、東京２３区等から移住して就

業等をした者に移住支援金を支給する事業とする。 

 

（補助事業者） 

第３条 補助事業者は市町村とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は次の各号に掲げるものとする。 

 一 移住支援金 

 二 移住支援金を支給する事業の広報に係る経費 

 

（補助率） 

第５条 補助率は３／４以内とする。 

 

（補助額） 

第６条 補助額は次の各号によるものとし、県は補助事業者に予算の範囲内におい

て補助金を交付する。 

 一 第４条第１号に定める移住支援金は、単身での移住の場合は１件当たり４５ 
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  万円、２人以上の世帯での移住の場合は１件当たり７５万円とする。なお、 

  １８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は１件当たり最大７５万円を加算  

  する。 

 二 第４条第２号に定める経費は各市町村１年度当たり７万５千円を限度とする。 

 

（申請書の様式等） 

第７条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとし、申請書に

は、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 一 補助事業の概要及び事業費内訳表（様式第１－２号） 

 二 その他参考となる資料 

２ 申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとする。 

３ 規則第４条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

（交付決定通知書の様式） 

第８条 規則第７条の交付決定通知の様式は様式第２号のとおりとする。 

２ 規則第６条第２項に定める必要な条件とは、補助事業者が移住支援金の交付の

決定をする場合において、次に掲げる事項を条件として付さなければならない

ことをいう。 

 一 要綱第１４条第１項に定める移住支援金の返還事由が生じた場合においては、 

  速やかに市町村長に報告してその指示を受けなければならないこと。 

 二 移住支援金に関する報告及び立入調査等について、県及び市町村から求めら 

  れた場合には、それに応じなければならないこと。 

 

（事業内容の変更等の承認申請） 

第９条 補助事業者は、規則第６条の規定に基づいて知事の付した条件に従い、知

事の承認を得ようとする場合は、様式第３号の変更（中止・廃止）承認申請書

を知事に提出しなければならない。 

２ 規則第６条第１項第１号に規定する知事が定める軽微な変更は次に掲げるとお

りとする。 

（１）補助対象経費の増減が２０％以内のもの 

（２）事業内容を大幅に変更しないもの 

 

（状況報告） 

第１０条 補助事業者は、知事の要求があった場合には、補助事業の遂行状況につ

いて、当該要求に係る事項を様式第４号により知事に報告しなければならない。 
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（実績報告書の様式等） 

第１１条 規則第１３条の報告書（以下「実績報告書」という。）の様式は、様式

第５号のとおりとする。 

２ 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（補助事業の廃止の場合を含む。）

後３０日以内又は３月末日のいずれか早い期日とし、その部数は１部とする。 

 

（確定通知書の様式） 

第１２条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、様式第６号の通知

書により行うものとする。 

 

（請求書の提出） 

第１３条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の通知を

受領後、速やかに様式第７号の請求書を知事に提出するものとする。 

 

（移住支援金の返還等） 

第１４条 補助事業者は、移住支援金を支給した者に移住支援金の返還事由が生じ

た場合には、様式第８号の報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告を受けた場合には、当該返還事由の範囲内において、第８

条の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

３ 知事は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補

助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還

を命ずるものとする。 

４ 前項に基づく補助金の返還については規則第１７条の規定を適用し、補助金の

返還に係る加算金及び延滞金については規則第１８条の規定を適用する。 

５ 前各項の規定は、第１２条の規定による交付すべき補助金等の額の確定があっ

た後においても適用があるものとする。 

 

（書類の整備等） 

第１５条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了（補助事業の廃止の

場合を含む。）の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければ

ならない。 
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（その他） 

第１６条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は別途知事が定

める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


